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実 績 評 価 書

平成１６年８月

政策体系 番 号

基本目標 ２ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策目標 １ 食品の安全性を確保すること

Ⅳ いわゆる健康食品等について、広告・表示の適正化を図り、

適切な情報の下で消費者がこれを選択できるようにすること

医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室担当部局・課 主管部局・課

関係部局・課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ いわゆる健康食品等の健康保持増進効果等について、著しく事実に相違

する又は著しく人を誤認させるような表示を禁止することにより、表示

・広告の適正化を図り、健康被害発生を未然に防止すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

平成 年度に健康の保持増進に役立つものとして販売される食品について虚偽誇15
大な広告等の表示を取り締まるため健康増進法の改正を行ったところであり、これら

の適正な運用を図るため、地方自治法に基づく技術的な助言として、地方厚生局、都

道府県等に対し広告適正化の指針（以下単に「指針」という ）を示すとともに研修。

を実施し、協働で不適正広告を行う事業者の監視・指導等に当たる。

（評価指標） Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

（ ）健康増進法第 条の 虚偽誇大広告32 2
0違反に対する勧告数（件） － － － －

（評価指標）

193 89健康食品等に関する健康被害報告数 － － －

（件）

（備 考）

虚偽誇大広告違反に対する勧告は大臣権限であり、平成 年 月の制度施行後今15 8
まで行ったことはないが、勧告の前段階として行う強制力の伴わない行政指導として

の実績は 件（本省 件、地方自治体報告分 件）である。351 71 280
健康食品等に関する健康被害報告数は、都道府県等からの報告に基づくものである

が、平成 年の中国製ダイエット用健康食品による健康被害の発生を契機として集14
計を始めたものであるため、平成 年からの数字となっている。14

２．評 価



( ) 現状分析1
現状分析

いわゆる健康食品と称して販売されているものの中には、広告等において、健康の

保持増進効果を期待させる虚偽又は誇大と思われる表示が行われているものが存在

し、こうした虚偽又は誇大な広告等がなされた食品を購入・摂取することにより、適

切な診療機会を逸してしまうおそれがある。そのため、消費者や製造業者等に対して

虚偽誇大広告等禁止制度や不適正表示の改善指導のための啓発指導を行う必要があ

り、平成 年度には健康増進法の改正を実施した。15
また、健康被害報告により安全性についての情報を収集し、消費者に適切なフィー

ドバックを行っている。

なお、本年は制度施行年度であり、事業者からの事前相談を多く含むものの 件351
の行政指導を行った。被害報告制度は、 年度の中国製ダイエット健康食品事件を14
きっかけに設けられたところであり、制度浸透とともに、被害報告の件数が増える可

能性がある。

( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

自治体等に対する研修等を通じ指針内容の啓発指導に努め、適正な制度運用を図る

ことにより、広告表示に自ら懸念を抱く事業者からの事前相談を促し、不適正広告の

改善が図られるとともに事例の集積が図られ、より良い監視体制を築いて行くことが

、 。でき これにより健康食品等の広告・表示の適正化を効果的に推進することができる

なお、 年度からは、集積した事例を活用しパンフレット、事例集を作成し、事業16
者のみならず消費者への普及啓発を積極的に図ることとしている。

政策手段の効率性の評価

虚偽誇大広告等に関する監視については、行政指導を行うことにより不適正広告が

事前に排除される結果となっており、効率的に広告の適正化が図られている。

健康被害情報の収集については、自治体と本省で役割分担し、保健所が医師からの

報告を受けると都道府県を経由して本省に情報提供する仕組みとしており、迅速な情

報収集ができている。

総合的な評価

年度に健康の保持増進効果等に係る虚偽誇大広告等の禁止する法改正を行い、15
これらの適正な運用を図るために行った指導実績に照らすと、健康の保持増進効果に

ついて表示の適正化が図られており、安全性及び健康被害情報についての情報収集も

行われていることから、施策目標の推進に向け進展があった。今後の適正化の推進が

期待されるところ、集積した事例をもとに、監視指導のノウハウを蓄積していくとと

もに、パンフレット、事例集を作成し、事業者のみならず消費者への普及啓発を積極

的に図り、不適正広告を一掃していく必要がある。 分析分類評価結果分類

② ③



３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

「健康食品」にかかる制度のあり方に関する検討会の開催

（平成 年 月～平成 年 月。研究者、業界関係者等により構成 ）15 4 16 6 。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし。

⑤会計検査院による指摘

なし。


